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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会６月会議）
税務課　固定資産税係
　　　　住民税係

　　② バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置を拡充する法改正

１．議案名

報告第２号　かつらぎ町税条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　　令和８年度税制改正における地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行いました。

３．趣旨・目的

　　地方税法等の改正により、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法
　第１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項の指定について第２項の規定により、
　専決処分したので同法同条第２項の規定により報告するものです。

４．概要

　主な改正内容

　① 軽自動車税の環境性能割の廃止

　　　　米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、取得
　　　時における負担の軽減のため、環境性能割が令和７年度末に廃止されました。
　　　　これに伴い、環境性能割に関する部分及び種別割を軽自動車税に変更する改正
　　　を行いました。

       に伴う所要の改正

    　　従来、特例措置の適用が実演芸術公演施設であったことから、劇場や音楽堂等
　　　の施設に限定されていましたが、今回の法改正で、対象が特別特定建築物となっ
　　　たことから、病院、ホテル、映画館等、対象となる施設が拡充されました。
　　　　また、適用期限を３年間延長します。

　③ 法改正に伴う項ズレ等の整理

　　施行期日　令和８年４月１日

1



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
1 
- 

 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
６
月
会
議
）

 

【
報
告
第
２
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

(昭
和

3
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
号

) 
○
か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

(昭
和

3
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
号

) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(納
税
証
明
事
項

) 
(納

税
証
明
事
項

) 

第
1

8
条
の

3
 
地
方
税
法
施
行
規
則

(昭
和

2
9
年
総
理
府
令
第

2
3
号
。
以
下
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

)第
1
条
の

9
第

2
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法

(昭

和
2

6
年
法
律
第

1
8

5
号

)第
5

9
条
第

1
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は

2

輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
軽
自
動

車
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。

 

第
1

8
条
の

3
 
地
方
税
法
施
行
規
則

(昭
和

2
9
年
総
理
府
令
第

2
3
号
。
以
下
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

)第
1
条
の

9
第

2
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法

(昭

和
2

6
年
法
律
第

1
8

5
号

)第
5

9
条
第

1
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は

2

輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
種
別
割

 
 
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(納
期
限
後
に
納
付
し
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金

) 
(納

期
限
後
に
納
付
し
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金

) 

第
1

9
条

 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第

4
0
条
、
第

4
6
条
、
第

4
6
条
の

2
若

し
く
は
第

4
6
条
の

5
(第

5
3
条
の

7
の

2
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)、
第

4
7
条
の

4
第

1
項

(第
4

7
条
の

5
第

3
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)、
第

4
8
条
第

1
項

(法
第

3
2

1

条
の

8
第

3
4
項
及
び
第

3
5
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。

)、
第

5
3
条
の

7
、

第
6

7
条

 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
第

8
3
条
第

2
項
、
第

9
8
条
第

1
項
若
し
く
は
第

2

第
1

9
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第

4
0
条
、
第

4
6
条
、
第

4
6
条
の

2
若

し
く
は
第

4
6
条
の

5
(第

5
3
条
の

7
の

2
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)、
第

4
7
条
の

4
第

1
項

(第
4

7
条
の

5
第

3
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)、
第

4
8
条
第

1
項

(法
第

3
2

1

条
の

8
第

3
4
項
及
び
第

3
5
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。

)、
第

5
3
条
の

7
、

第
6

7
条
、
第

8
1
条
の

6
第

1
項
、
第

8
3
条
第

2
項
、
第

9
8
条
第

1
項
若
し
く
は
第

2

2



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
2 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

項
、
第

1
0

2
条
第

2
項
、
第

1
0

5
条
、
第

1
3

9
条
第

1
項
又
は
第

1
4

5
条
第

3
項
に
規

定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に

は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限

(納
期
限
の
延
長
の
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第

1
号
、
第

2
号
及
び
第

5
号
に
お

い
て
同
じ
。

)の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、

年
1

4
.6
パ
ー
セ
ン
ト

(次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第

1
号
か
ら
第

4
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第

5
号
及
び
第

6
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
は
、
年

7
.3
パ
ー
セ
ン
ト

)の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る

延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

項
、
第

1
0

2
条
第

2
項
、
第

1
0

5
条
、
第

1
3

9
条
第

1
項
又
は
第

1
4

5
条
第

3
項
に
規

定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に

は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限

(納
期
限
の
延
長
の
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第

1
号
、
第

2
号
及
び
第

5
号
に
お

い
て
同
じ
。

)の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、

年
1

4
.6
パ
ー
セ
ン
ト

(次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第

1
号
か
ら
第

4
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第

5
号
及
び
第

6
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
は
、
年

7
.3
パ
ー
セ
ン
ト

)の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る

延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
第

9
8
条
第

1
項
若
し
く
は
第

2
項
の
申
告
書

又
は
第

1
3

9
条
第

1
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額

(第
4
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除

く
。

)当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら

1
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

 

(2
) 

第
8

1
条
の

6
第

1
項
の
申
告
書
、
第

9
8
条
第

1
項
若
し
く
は
第

2
項
の
申
告
書

又
は
第

1
3

9
条
第

1
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額

(第
4
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除

く
。

)当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら

1
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

 

(3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
第

9
8
条
第

1
項
若
し
く
は
第

2
項
の
申
告
書

又
は
第

1
3

9
条
第

1
項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係

る
税
額

 
当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら

1
月
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
期
間

 

(3
) 

第
8

1
条
の

6
第

1
項
の
申
告
書
、
第

9
8
条
第

1
項
若
し
く
は
第

2
項
の
申
告
書

又
は
第

1
3

9
条
第

1
項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係

る
税
額

 
当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら

1
月
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
期
間

 

(4
)～

(6
) 

(略
) 

(4
)～

(6
) 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(所
得
割
の
課
税
標
準

) 
(所

得
割
の
課
税
標
準

) 

第
3

3
条

 
(略

) 
第

3
3
条
 

(略
) 

3



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
3 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

3
 
法
第

2
3
条
第

1
項
第

1
5
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等

(次
項
及
び
 
 

 
 
 
 

 
 
第

3
4
条
の

9
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。

)(
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る

総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す

る
。

 

3
 
法
第

2
3
条
第

1
項
第

1
5
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等

(以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並

び
に
第

3
4
条
の

9
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。

) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る
総

所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。

 

4
～

6
 

(略
) 

4
～

6
 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等

) 
(軽

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等

) 

第
8

0
条

 
軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。

 
第

8
0
条
 
軽
自
動
車
税
は
、

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該

3
輪
以
上
の
軽
自

動
車
の
取
得
者
に
環
境
性
能
に
よ
っ
て
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車

等
の
所
有
者
に
種
別
割
に
よ
っ
て
課
す
る
。

 

 
2
 
前
項
に
規
定
す
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
法
第

4
4

3
条
第

2
項

に
規
定
す
る
者
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

 

2
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第

4
4

5
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を

課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
軽
自
動
車
等
の
使
用
者
に
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公

共
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

3
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第

4
4

5
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
課
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
使
用
者
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公

共
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
課
さ
な
い
。

 

(軽
自
動
車
税
の
課
税
免
除

) 
(軽

自
動
車
税
の
課
税
免
除

) 

第
8

0
条
の

2
 

(略
) 

第
8

0
条
の

2
 

(略
) 

(軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税

) 
(軽

自
動
車
税
の
み
な
す
課
税

) 

第
8

1
条

 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有

第
8

1
条

 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有

4



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
4 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、

軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

 

権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主

を
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者

(以
下
こ
の
節
に
お

い
て
「

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。

)又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有

者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買

主
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買

主
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車

の
取
得
者
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

 

 
3
 
法
第

4
4
4
条
第

3
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業

者
等
」
と
い
う
。

)が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は

そ
の
販
売
の
た
め
そ
の
他
運
行

(道
路
運
送
車
両
法
第

2
条
第

5
項
に
規
定
す
る
運

行
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)以
外
の
目
的
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た

3
輪

以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
販
売
業
者
等
が
、
法
第

4
4

4
条
第

3
項
に
規
定

す
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
場
合

(当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
第

1
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。

)に
は
、

当
該
販
売
業
者
等
を

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能

割
を
課
す
る
。

 

 
4
 
法
の
施
行
地
外
で

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該

3
輪
以
上
の

軽
自
動
車
を
法
の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当

該
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の

取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

 

(日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
非
課
税
の

範
囲

) 

(日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
非
課
税
の

範
囲

) 

第
8

1
条
の

2
 

(略
) 

第
8

1
条
の

2
 

(略
) 

 
(環

境
性
能
割
の
課
税
標
準

) 

5



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
5 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
第

8
1
条
の

3
 
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
の
た
め

に
通
常
要
す
る
価
額
と
し
て
施
行
規
則
第

1
5
条
の

1
0
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
金
額
と
す
る
。

 

 
(環

境
性
能
割
の
税
率

) 

 
第

8
1
条
の

4
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境

性
能
割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

 

 
(1

) 
法
第

4
5

1
条
第

1
項

(同
条
第

4
項
又
は
第

5
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。

)の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

 
1

0
0
分
の

1
 

 
(2

) 
法
第

4
5

1
条
第

2
項

(同
条
第

4
項
又
は
第

5
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。

)の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

 
1

0
0
分
の

2
 

 
(3

) 
法
第

4
5

1
条
第

3
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

 
1

0
0
分
の

3
 

 
(環

境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法

) 

 
第

8
1
条
の

5
 
環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(環

境
性
能
割
の
申
告
納
付

) 

 
第

8
1
条
の

6
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第

4
5

4
条
第

1
項
各
号
に
掲
げ
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、

施
行
規
則
第

3
3
号
の

4
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
申
告
に
係
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
2
 

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者

(環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除
く
。

)は
、

法
第

4
5

4
条
第

1
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日

ま
で
に
、
施
行
規
則
第

3
3
号
の

4
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

 
(環

境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料

) 

6



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
6 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
第

8
1
条
の

7
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は

報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

1
0
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

 
2
 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
町
長
が
定
め
る
。

 

 
3
 
第

1
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定
す
べ

き
納
期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら

1
0
日
以
内
と
す
る
。

 

 
(環

境
性
能
割
の
減
免

) 

 
第

8
1
条
の

8
 
町
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
第

9
0
条
第

1
項
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等

(3
輪
以
上
の
も
の
に
限
る
。

)の
う
ち
必

要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。

 

 
2
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

(軽
自
動
車
税
の
税
率

) 
(種

別
割
 
 
の
税
率

) 

第
8

2
条

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
税

率
は
、

1
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

第
8

2
条

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割

 
 
の
税

率
は
、

1
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期

) 
(種

別
割
 
 
の
賦
課
期
日
及
び
納
期

) 

第
8

3
条

 
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、

4
月

1
日
と
す
る
。

 
第

8
3
条
 
種
別
割
 
 
の
賦
課
期
日
は
、

4
月

1
日
と
す
る
。

 

2
 
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、

5
月

1
0
日
か
ら
同
月

3
1
日
ま
で
と
す
る
。

 
2
 
種
別
割
 
 
の
納
期
は
、

5
月

1
0
日
か
ら
同
月

3
1
日
ま
で
と
す
る
。

 

第
8

4
条

 
削
除

 
第

8
4
条
 
削
除

 

(軽
自
動
車
税
の
徴
収
方
法

) 
(種

別
割
 
 
の
徴
収
方
法

) 

第
8

5
条

 
軽
自
動
車
税
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

 
第

8
5
条
 
種
別
割
 
 
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

 

第
8

6
条

 
削
除

 
第

8
6
条
 
削
除

 

7



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
7 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

(軽
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告

) 
(種

別
割
 
 
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告

) 

第
8

7
条

 
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用

者
(以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。

)は
、
軽
自

動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小

型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

4
 
 
様
式

に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用

者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

5
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住

所
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
8

7
条

 
種
別
割

 
 
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用

者
(以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。

)は
、
軽
自

動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小

型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

4
の

2
様
式

に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用

者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

5
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住

所
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

2
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ

っ
た
事
項
に
つ
い
て
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用

者
に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

4
 
 
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機

付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規

則
第

3
3
号
の

5
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

 

2
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ

っ
た
事
項
に
つ
い
て
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用

者
に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

4
の

2
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機

付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規

則
第

3
3
号
の

5
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

 

3
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら

3
0
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有

者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

4
 
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原

動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施

行
規
則
第

3
4
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

3
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で

な
く
な
っ
た
日
か
ら

3
0
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有

者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

4
の

2
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原

動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施

行
規
則
第

3
4
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

4
 

(略
) 

4
 

(略
) 

(軽
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料

) 
(種

別
割
 
 
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料

) 

第
8

8
条

 
(略

) 
 

第
8

8
条
 

(略
) 

 

8



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
8 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

2
及
び

3
 

(略
) 

 
2
及
び

3
 

(略
) 

 

(軽
自
動
車
税
の
減
免

) 
(種

別
割
 
 
の
減
免

) 

第
8

9
条

 
町
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め

る
も
の
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。

 

第
8

9
条
 
町
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め

る
も
の
に
対
し
て
は
、
種
別
割

 
 
を
減
免
す
る
。

 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期

限
ま
で
に
、
当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証

明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割

 
 
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期

限
ま
で
に
、
当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証

明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)～

(8
) 

(略
) 

(1
)～

(8
) 

(略
) 

3
 
第

1
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

3
 
第

1
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
 
 
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

(身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免

) 
(身

体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割
 
 
の
減
免

) 

第
9

0
条

 
町
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の

に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。

 

第
9

0
条
 
町
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の

に
対
し
て
は
、
種
別
割
 
 
を
減
免
す
る
。

 

(1
)及

び
(2

) 
(略

) 
 

(1
)及

び
(2

) 
(略

) 
 

2
 
前
項
第

1
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

納
期
限
ま
で
に
町
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法

(昭
和

2
4
年
法
律
第

2
8

3

号
)第

1
5
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳

(戦
傷
病
者
特
別
援

護
法

(昭
和

3
8
年
法
律
第

1
6

8
号

)第
4
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ

て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」

と
い
う
。
)、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳

(以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。

)又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

2
 
前
項
第

1
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
 
 
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

納
期
限
ま
で
に
町
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法

(昭
和

2
4
年
法
律
第

2
8

3

号
)第

1
5
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳

(戦
傷
病
者
特
別
援

護
法

(昭
和

3
8
年
法
律
第

1
6

8
号

)第
4
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ

て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」

と
い
う
。
)、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳

(以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。

)又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

9
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

者
福
祉
に
関
す
る
法
律

(昭
和

2
5
年
法
律
第

1
2

3
号

)第
4

5
条
の
規
定
に
よ
り
交
付

さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。

)及
び
道
路
交
通
法

(昭
和

3
5
年
法
律
第

1
0
5
号

)第
9

2
条

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を

一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等

(身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世

帯
の
者
に
限
る
。

)を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。

)又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報

(同
法
第

9
5
条

の
2
第

2
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)が
記

録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド

(同
法
第

9
5
条
の

2
第

4
項
に
規
定
す

る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)を
提
示

す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要

と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

者
福
祉
に
関
す
る
法
律

(昭
和

2
5
年
法
律
第

1
2

3
号

)第
4

5
条
の
規
定
に
よ
り
交
付

さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。

)及
び
道
路
交
通
法

(昭
和

3
5
年
法
律
第

1
0
5
号

)第
9

2
条

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を

一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等

(身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世

帯
の
者
に
限
る
。

)を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。

)又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報

(同
法
第

9
5
条

の
2
第

2
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)が
記

録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド

(同
法
第

9
5
条
の

2
第

4
項
に
規
定
す

る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)を
提
示

す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要

と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)～

(6
) 

(略
) 

 
(1

)～
(6

) 
(略

) 
 

3
 

(略
) 

3
 

(略
) 

4
 
第

1
項
第

2
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
納
期
限
ま
で
に
、
町
長
に
対
し
て
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示

(町
長
が
、
当

該
軽
自
動
車
等
の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
書
類
の
提
出

)を
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第

2
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

4
 
第

1
項
第

2
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割

 
 
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
納
期
限
ま
で
に
、
町
長
に
対
し
て
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示

(町
長
が
、
当

該
軽
自
動
車
等
の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
書
類
の
提
出

)を
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第

2
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

5
 
前
条
第

3
項
の
規
定
は
、
第

1
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け

て
い
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

5
 
前
条
第

3
項
の
規
定
は
、
第

1
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割

 
 
の
減
免
を
受
け

て
い
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

(原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等

) 
(原

動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等

) 

第
9

1
条

 
(略

) 
 

第
9

1
条
 

(略
) 

 

2
 
法
第

4
4

5
条
若
し
く
は
第

8
1
条
の

2
又
は
第

8
0
条
第

2
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

2
 
法
第

4
4

5
条
若
し
く
は
第

8
1
条
の

2
又
は
第

8
0
条
第

3
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

10
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改
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改
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前

 

っ
て
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特

殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
、
町
内
に
所
在
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
町
長

に
対
し
、
標
識
交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小

型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を
し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又

は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第

4
4

5
条
若
し
く
は
第

8
1
条
の

2
又
は
第

8
0
条
第

2
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き

に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用

者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

 

っ
て
種
別
割

 
 
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特

殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
、
町
内
に
所
在
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
町
長

に
対
し
、
標
識
交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小

型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を
し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
種
別
割
 
 
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又

は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第

4
4

5
条
若
し
く
は
第

8
1
条
の

2
又
は
第

8
0
条
第

3
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割

 
 
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き

に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用

者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

 

3
～

7
 

(略
) 

 
 

3
～

7
 

(略
) 

 

8
 
第

2
項
の
標
識
及
び
第

4
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付

自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
町
内
に
所
在
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
若
し

く
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型

特
殊
自
動
車
に
対
し
て
軽
自
動
車
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の

事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
町
長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書

を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

8
 
第

2
項
の
標
識
及
び
第

4
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付

自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
町
内
に
所
在
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
若
し

く
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型

特
殊
自
動
車
に
対
し
て
種
別
割

 
 
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の

事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
、
町
長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書

を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

9
及
び

1
0
 

(略
) 

 
9
及
び

1
0
 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

附
 
則

 
附
 
則

 

 
 

11



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
11
 -
 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

 
(個

人
の
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

) 

 
第

7
条
の

3
 
平
成

2
0
年
度
か
ら
平
成

2
8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税

に
限
り
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法

第
4

1
条
又
は
第

4
1
条
の

2
の

2
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

(同
法
第

4
1
条
第

1

項
に
規
定
す
る
居
住
年

(次
条
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。

)が
平
成

1
1
年
か

ら
平
成

1
8
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

)に
お
い
て
は
、
法
附
則
第

5
条

の
4
第

6
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額

(第
3
項
に
お
い
て
「
町
民

税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。

)を
当
該
納
税
義
務
者
の
第

3

4
条
の

3
及
び
第

3
4
条
の

6
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除

す
る
。

 

 
2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4
条
の

8
及
び
第

3
4
条
の

9
第

1

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

8
中
「
前

2
条
」
と
あ
る
の
は
「
前

2

条
並
び
に
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
」
と
、
同
項
中
「
前

3
条
」
と
あ
る
の
は
「
前

3

条
並
び
に
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
」
と
す
る
。

 

 
3
 
第

1
項
の
規
定
は
、
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
年
度
の
初
日
の

属
す
る
年
の

3
月

1
5
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
町
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
申
告
書

(そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ

る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。

)を
、
町
長
に
提
出
し
た
場
合

(法
附
則

第
5
条
の

4
第

9
項
の
規
定
に
よ
り
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
を
含

む
。

)に
限
り
、
適
用
す
る
。
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

(個
人
の
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

) 
 

第
7
条
の

3
 

 
 
平
成

2
2
年
度
か
ら
令
和

2
0
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措

置
法
第

4
1
条
又
は
第

4
1
条
の

2
の

2
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

(同
法
第

4
1

条
第

1
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が

 
平
成

2
1
年
か
ら
令
和

7
年
ま
で
の
各
年
で
あ

る
場
合
に
限
る
。

)に
は

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、
法

附
則
第

5
条
の

4
第

5
項
 
 

(同
条
第

7
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。

)に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税

義
務
者
の
第

3
4
条
の

3
及
び
第

3
4
条
の

6
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。

 

第
7
条
の

3
の

2
 
平
成

2
2
年
度
か
ら
令
和

2
0
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措

置
法
第

4
1
条
又
は
第

4
1
条
の

2
の

2
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

(居
住
年
が
平

成
1

1
年
か
ら
平
成

1
8
年
ま
で
又
は
平
成

2
1
年
か
ら
令
和

7
年
ま
で
の
各
年
で
あ

る
場
合
に
限
る
。

)に
お
い
て
、
前
条
第

1
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、

法
附
則
第

5
条
の

4
の

2
第

5
項

(同
条
第

7
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。

)に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納

税
義
務
者
の
第

3
4
条
の

3
及
び
第

3
4
条
の

6
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割

の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4
条
の

8
及
び
第

3
4
条
の

9
第

1

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

8
中
「
前

2
条
」
と
あ
る
の
は
「
前

2

条
並
び
に
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項

 
」
と
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
中
「
前

3
条
」
と

あ
る
の
は
「
前

3
条
並
び
に
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
」
と
す
る
。

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4
条
の

8
及
び
第

3
4
条
の

9
第

1

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

8
中
「
前

2
条
」
と
あ
る
の
は
「
前

2

条
並
び
に
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
」
と
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
中
「
前

3
条
」
と

あ
る
の
は
「
前

3
条
並
び
に
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
」
と
す
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(肉

用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
8
条

 
昭
和

5
7
年
度
か
ら
令
和

1
2
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に

限
り
、
法
附
則
第

6
条
第

4
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

3
6
条
の

2
第

1
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書

(そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が

送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第

3

6
条
の

3
第

1
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
肉
用
牛
の
売

却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第

2
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関

第
8
条

 
昭
和

5
7
年
度
か
ら
令
和

9
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限

り
、
法
附
則
第

6
条
第

4
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

3
6
条
の

2
第

1
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書

(そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送

達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第

3
6

条
の

3
第

1
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
肉
用
牛
の
売

却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第

2
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関

13
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き

(こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。

)は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き

(こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。

)は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

2
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第

6
条
第

5
項

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

3
6
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用

牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第

2
5
条
第

2
項
第

2
号
に
規
定
す
る
事
業
所

得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金

額
に
係
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第

3
3
条
か
ら
第

3
4
条
の

3
ま
で
、
第

3
4
条

の
6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
附
則
第

7
条
第

1
項
、
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
及
び
附
則
第

7
条
の

4
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第

6

条
第

5
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

2
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第

6
条
第

5
項

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

3
6
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用

牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第

2
5
条
第

2
項
第

2
号
に
規
定
す
る
事
業
所

得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金

額
に
係
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第

3
3
条
か
ら
第

3
4
条
の

3
ま
で
、
第

3
4
条

の
6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
附
則
第

7
条
第

1
項
、
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
、
附
則

第
7
条
の

3
の

2
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

4
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第

6

条
第

5
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

3
 

(略
) 

3
 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(法
附
則
第

1
5
条
第

2
項
第

1
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 
(法

附
則
第

1
5
条
第

2
項
第

1
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 

第
1

0
条
の

2
 

(略
) 

第
1

0
条
の

2
 

(略
) 

2
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
項
第

5
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

5

分
の

4
と
す
る
。

 

2
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
項
第

5
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4

分
の

3
と
す
る
。

 

3
 
法
附
則
第

1
5
条
第

1
3
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

5
分
の

3
と
す
る
。

 

3
 
法
附
則
第

1
5
条
第

1
4
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

5
分
の

3
と
す
る
。

 

4
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
0
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

4
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

5
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
1
項
第

1
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

5
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
2
項
第

1
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

14
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

3
分
の

2
と
す
る
。

 
3
分
の

2
と
す
る
。

 

6
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
1
項
第

2
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

6
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
2
項
第

2
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

7
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
1
項
第

3
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

7
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
2
項
第

3
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

8
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
2
項
第

1
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

8
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
3
項
第

1
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

9
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
2
項
第

2
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

9
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
3
項
第

2
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

1
0
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
4
項
第

1
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

1
0
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

1
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

1
1
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
4
項
第

1
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

1
1
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

1
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

1
2
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
4
項
第

1
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

1
2
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

1
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

1
3
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
4
項
第

1
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

1
3
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

1
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

1
4
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
4
項
第

2
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

5
分
の

3
と
す
る
。

 

1
4
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

2
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

7
分
の

6
と
す
る
。

 

1
5
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
4
項
第

3
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

1
5
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

3
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4
分
の

3
と
す
る
。

 

1
6
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
4
項
第

3
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

1
6
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

3
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4
分
の

3
と
す
る
。

 

1
7
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
4
項
第

4
号

 
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

1
7
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

3
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

15
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4
分
の

3
と
す
る
。

 
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4
分
の

3
と
す
る
。

 

 
1

8
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

4
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

 
1

9
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

4
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

 
2

0
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
5
項
第

4
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定

す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

1
と
す
る
。

 

1
8
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
7
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分

の
2
と
す
る
。

 

2
1
 
法
附
則
第

1
5
条
第

2
8
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分

の
2
と
す
る
。

 

1
9
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分

の
2
と
す
る
。

 

2
2
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
2
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分

の
2
と
す
る
。

 

2
0
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
5
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分

の
2
と
す
る
。

 

2
3
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
6
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分

の
2
と
す
る
。

 

2
1
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
6
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分

の
1
と
す
る
。

 

2
4
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
7
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分

の
1
と
す
る
。

 

2
2
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
9
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分

の
1
と
す
る
。

 

2
5
 
法
附
則
第

1
5
条
第

4
0
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分

の
1
と
す
る
。

 

2
3
 
法
附
則
第

1
5
条
第

4
0
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4
分

の
3
と
す
る
。

 

2
6
 
法
附
則
第

1
5
条
第

4
1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4
分

の
3
と
す
る
。

 

2
4
及
び

2
5
 

(略
) 

2
7
及
び

2
8
 

(略
) 

2
6
 
法
附
則
第

1
5
条
の

1
1
第

1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3

分
の

1
と
す
る
。

 

(新
規

) 

(新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
す
べ
き
申
告

) 

(新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
す
べ
き
申
告

) 

16
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
1

0
条
の

3
 

(略
) 

第
1

0
条
の

3
 

(略
) 

2
～

6
 

(略
) 

 
2
～

6
 

(略
) 

 

7
 
法
附
則
第

1
5
条
の

8
第

4
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

1
月

3
1
日
ま
で
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第

1
2
条
第

1
7
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家

屋
に
つ
い
て
移
転
補
償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

7
 
法
附
則
第

1
5
条
の

8
第

4
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

1
月

3
1
日
ま
で
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第

1
2
条
第

1
6
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家

屋
に
つ
い
て
移
転
補
償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

8
 
法
附
則
第

1
5
条
の

9
第

1
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が

完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該

耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令

附
則
第

1
2
条
第

2
0
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付

し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

8
 
法
附
則
第

1
5
条
の

9
第

1
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が

完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該

耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令

附
則
第

1
2
条
第

1
9
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付

し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)～

(6
) 

(略
) 

(1
)～

(6
) 

(略
) 

9
 

(略
) 

9
 

(略
) 

 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(4
) 

令
附
則
第

1
2
条
第

2
4
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び

当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

(4
) 

令
附
則
第

1
2
条
第

2
3
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び

当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

(5
) 

(略
) 

(5
) 

(略
) 

(6
) 

居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第

1
2
条
第

2
5
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費

 

(6
) 

居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第

1
2
条
第

2
4
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費

 

(7
) 

(略
) 

(7
) 

(略
) 

1
0
 

(略
) 

1
0
 

(略
) 

17
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

(1
)～

(4
) 

(略
) 

(1
)～

(4
) 

(略
) 

(5
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

1
2
条
第

3
2
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等

 

(5
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

1
2
条
第

3
1
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等

 

(6
) 

(略
) 

(6
) 

(略
) 

1
1
 

(略
) 

1
1
 

(略
) 

(1
)～

(6
) 

(略
) 

(1
)～

(6
) 

(略
) 

1
2
 

(略
) 

1
2
 

(略
) 

(1
)～

(4
) 

(略
) 

(1
)～

(4
) 

(略
) 

(5
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

1
2
条
第

3
2
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等

 

(5
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

1
2
条
第

3
1
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等

 

(6
) 

(略
) 

(6
) 

(略
) 

1
3
及
び

1
4
 

(略
) 

1
3
及
び

1
4
 

(略
) 

1
5
 
法
附
則
第

1
5
条
の

1
0
第

1
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施

行
規
則
附
則
第

7
条
第

1
8
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写

し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成

7
年
法
律
第

1
2

3
号

)第
7

条
又
は
附
則
第

3
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後

の
家
屋
が
令
附
則
第

1
2
条
第

2
0
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

1
5
 
法
附
則
第

1
5
条
の

1
0
第

1
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施

行
規
則
附
則
第

7
条
第

1
8
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写

し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成

7
年
法
律
第

1
2

3
号

)第
7

条
又
は
附
則
第

3
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後

の
家
屋
が
令
附
則
第

1
2
条
第

1
9
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)～

(6
) 

(略
) 

(1
)～

(6
) 

(略
) 

1
6
 
法
附
則
第

1
5
条
の

1
1
第

1
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物

 
に
つ
い
て
、
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修

工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

1
6
 
法
附
則
第

1
5
条
の

1
1
第

1
項
の
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
つ
い
て
、
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修

工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

18
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

に
施
行
規
則
附
則
第

7
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知

書
の
写
し
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成

1
8
年
法
律
第

9
1
号

)第
1

4
条
第

1
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基

準
(同

条
第

3
項
の
条
例
で
付
加
し
た
事
項
を
含
む
。

)又
は
同
法
第

1
7
条
第

3
項
第

1
号
に
規
定
す
る
同
法
第

2
条
第

2
0
号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及

び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(平
成

1
8
年
国
土
交
通
省
令
第

1
1

0
号

)第
1

0
条
第

2
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写

し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

(平
成

2
4
年
法
律

第
4

9
号

)第
2
条
第

2
項
に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ

る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)～

(2
) 

(略
) 

(1
)～

(2
) 

(略
) 

(3
) 

家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(平
成

1
8
年
政
令
第

3
7

9
号

)第
5
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築
物

(高

齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

1
4
条
第

3
項

の
条
例
で
定
め
る
同
法
第

2
条
第

1
8
号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
。

)

の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

(3
) 

家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(平
成

1
8
年
政
令
第

3
7

9
号

)第
5
条
第

3
号
に
規
定
す
る
劇
場
若
し
く
は
演

芸
場
又
は
同
条
第

4
号
に
規
定
す
る
集
会
場
若
し
く
は
公
会
堂
の
い
ず
れ
に
該

当
す
る
か
の
別

 

(4
)～

(6
) 

(略
) 

(4
)～

(6
) 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

 
(軽

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例

) 

 
第

1
5
条
の

2
 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第

1
章
第

2
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の

例
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
2
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第

4
4

6
条
第

1
項

(同
条
第

2

項
又
は
第

3
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)又
は
法
第

4
5

1
条
第

1
項
若
し

19



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
19
 -
 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

く
は
第

2
項

(こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第

4
項
又
は
第

5
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。

)の
適
用
を
受
け
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の

判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

(法
附
則
第

2
9
条
の

9
第

3
項
に

規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
基
づ

き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
3
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
軽
自
動
車
税

の
環
境
性
能
割
に
つ
き
、
そ
の
納
付
す
べ
き
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を

附
則
第

1
5
条
の

4
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

8
1
条
の

6
第

1
項
の
納
期

限
(納

期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限

)後
に
お
い
て

知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

(当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該

申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の

手
段
を
含
む
。

)に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
当
該
不

足
額
に
係
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第

2
9
条
の

1
1
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第

1
6

1
条
第

1
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を

提
出
す
べ
き
当
該

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税

の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 
4
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に

1
0

0
分
の

3
5
の
割
合
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

 
(軽

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例

) 

 
第

1
5
条
の

3
 
町
長
は
、
当
分
の
間
、
第

8
1
条
の

8
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
知

事
が
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
自
動
車
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、

20



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
20
 -
 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

町
長
が
定
め
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
を
減
免
す
る
。

 

 
(軽

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例

) 

 
第

1
5
条
の

4
 
第

8
1
条
の

6
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

同
条
中
「
町
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
県
知
事
」
と
す
る
。

 

 
(軽

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付

) 

 
第

1
5
条
の

5
 
町
は
、
県
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事

務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第

2
9
条
の

1
6
第

1
項

に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
県
に
交
付
す
る
。

 

 
(軽

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例

) 

 
第

1
5
条
の

6
 
営
業
用
の

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第

8
1
条
の

4
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

 
第

1
号

 
1

0
0
分
の

1
 

1
0

0
分
の

0
.5

 

第
2
号

 
1

0
0
分
の

2
 

1
0

0
分
の

1
 

第
3
号

 
1

0
0
分
の

3
 

1
0

0
分
の

2
 

 

 
2
 
自
家
用
の

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第

8
1
条
の

4
(第

3
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。

)の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「

1
0

0
分
の

3
」
と

あ
る
の
は
、
「

1
0

0
分
の

2
」
と
す
る
。

 

(軽
自
動
車
税

 
 
 
 
の
税
率
の
特
例

) 
(軽

自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例

) 

第
1

6
条

 
法
附
則
第

3
0
条
第

1
項
に
規
定
す
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当

該
軽
自
動
車
が
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第

6
0
条
第

1
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車

両
番
号
の
指
定

(次
項
及
び
第

3
項
 
 
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い

う
。

)を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て

1
4
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の

第
1

6
条

 
法
附
則
第

3
0
条
第

1
項
に
規
定
す
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当

該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第

4
4

4
条
第

3
項
に
規
定
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 
車

両
番
号
の
指
定

(次
項
か
ら
第

4
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い

う
。

)を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て

1
4
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の

21
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

年
度
分
の
軽
自
動
車
税

 
 
 
 
に
係
る
第

8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第

8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

(略
) 

 

(略
) 

 

2
 
法
附
則
第

3
0
条
第

2
項
第

1
号
及
び
第

2
号
に
掲
げ
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に

対
す
る
第

8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和

7
年

4
月

1

日
か
ら
令
和

1
0
年

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合

に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽

自
動
車
税

 
 
 
 
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

2
 
法
附
則
第

3
0
条
第

2
項
第

1
号
及
び
第

2
号
に
掲
げ
る

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に

対
す
る
第

8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和

4
年

4
月

1

日
か
ら
令
和

8
年

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に

は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

(略
) 

 

(略
) 

 

3
 
法
附
則
第

3
0
条
第

3
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

3
輪
以
上
の
同
項

 
 

 
 

 
 

 
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

(以
下
こ
の
項

 
 

 
 
に
お
い
て

「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。

)(
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。

)に
対
す

る
第

8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和

7
年

4

月
1
日
か
ら
令
和

8
年

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に
は
、
令
和

8
年
度
分

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
の

軽
自
動
車
税

 
 

 
 
に
限
り
、
同
条
第

2
号
ア

(イ
)中

「
3

,9
0

0
円
」
と
あ
る
の

は
「

2
,0

0
0
円
」
と
、
同
号
ア

(ウ
)(

i)
中
「

6
,9

0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「

3
,5

0
0
円
」

と
す
る
。

 

3
 
法
附
則
第

3
0
条
第

3
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

3
輪
以
上
の
法
第

4
4

6
条
第

1

項
第

3
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

(以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。

)(
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。

)に
対
す

る
第

8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和

4
年

4

月
1
日
か
ら
令
和

8
年

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の

軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第

2
号
ア

(イ
)中

「
3

,9
0

0
円
」
と
あ
る
の

は
「

2
,0

0
0
円
」
と
、
同
号
ア

(ウ
)(

i)
中
「

6
,9

0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「

3
,5

0
0
円
」

と
す
る
。

 

 
4
 
法
附
則
第

3
0
条
第

4
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

3
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自

動
車

(前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に

限
る
。

)に
対
す
る
第

8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自

動
車
が
令
和

4
年

4
月

1
日
か
ら
令
和

7
年

3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号

22
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年

度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第

2
号
ア

(イ
)中

「
3

,9

0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「

3
,0

0
0
円
」
と
、
同
号
ア

(ウ
)(

i)
中
「

6
,9

0
0
円
」
と
あ
る

の
は
「

5
,2

0
0
円
」
と
す
る
。

 

(軽
自
動
車
税

 
 
 
 
の
賦
課
徴
収
の
特
例

) 
(軽

自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例

) 

第
1

6
条
の

2
 
町
長
は
、
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、

3
輪
以
上
の

軽
自
動
車
が
前
条
第

2
項
又
は
第

3
項
 
 
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

3
輪
以
上
の

軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
等

(法
附
則
第

3
0
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
1

6
条
の

2
 
町
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、

3
輪
以
上
の

軽
自
動
車
が
前
条
第

2
項
か
ら
第

4
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

3
輪
以
上
の

軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
等

(法
附
則
第

3
0
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

2
 
町
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税

 
 

 
 
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る

こ
と
を
第

8
3
条
第

2
項
の
納
期
限

(納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長

さ
れ
た
納
期
限

)後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原

因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

(当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し

た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。

)に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は

そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る

3
輪
以
上
の

軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税

 
 
 
 
に
関
す
る
規
定

(第
8

7
条
及
び
第

8
8
条
の
規
定
を
除
く
。

)を
適
用
す
る
。

 

2
 
町
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る

こ
と
を
第

8
3
条
第

2
項
の
納
期
限

(納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長

さ
れ
た
納
期
限

)後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原

因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

(当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し

た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。

)に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は

そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る

3
輪
以
上
の

軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
規
定

(第
8

7
条
及
び
第

8
8
条
の
規
定
を
除
く
。

)を
適
用
す
る
。

 

3
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税

 
 

 

 
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に

1
0

0
分
の

3
5
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

3
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別

割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に

1
0

0
分
の

3
5
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
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改
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前

 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1

6
条
の

3
 

(略
) 

 
第

1
6
条
の

3
 

(略
) 

 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

3
 

(略
) 

3
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
6
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3

4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項

及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
6
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
6
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
、
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
6
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3

4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
、

附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
6
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
6
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

 
(3

)～
(5

) 
(略

) 
 

(土
地
の
譲
渡
等
に
か
か
る
事
業
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(土

地
の
譲
渡
等
に
か
か
る
事
業
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1

6
条
の

4
 

(略
) 

 
第

1
6
条
の

4
 

(略
) 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

3
 

(略
) 

3
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

24



か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

- 
24
 -
 

 

改
 
正
 
後

 
改
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前

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
6
条
の

4
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3

4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項

及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
6
条
の

4
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
6
条
の

4
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
、
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
6
条
の

4
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3

4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
、

附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
6
条
の

4
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
6
条
の

4
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

4
 

(略
) 

 
4
 

(略
) 

 

(長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(長

期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1

7
条

 
(略

) 
第

1
7
条
 

(略
) 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

3
 

(略
) 

3
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
7
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条

の
7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
及
び

附
則
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
7
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
、
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
7
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条

の
7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
、
附

則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
7
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

25
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改
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所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
7
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
7
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

(優
良
住
宅
地
の
造
成
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に

係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

(優
良
住
宅
地
の
造
成
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に

係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1

7
条
の

2
 
昭
和

6
3
年
度
か
ら
令
和

1
1
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民

税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
譲
渡

所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等

(租
税
特
別
措
置
法
第

3
1
条
第

1
項
に
規
定
す
る
土

地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)の
譲
渡

(同
項
に
規
定
す
る
譲
渡

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡

が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡

(法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
優
良

住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。

)に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

1
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得

(次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。

)に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税

の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 

第
1

7
条
の

2
 
昭
和

6
3
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所

得
の
基
因
と
な
る
土
地
等

(租
税
特
別
措
置
法
第

3
1
条
第

1
項
に
規
定
す
る
土
地

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)の
譲
渡

(同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が

優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡

(法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
優
良
住

宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。

)に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

1
項
に
規

定
す
る
譲
渡
所
得

(次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。

)に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
は
、
前
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 

(1
)及

び
(2

) 
(略

) 
 

(1
)及

び
(2

) 
(略

) 
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和

6
3
年
度
か
ら
令
和

1
1
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る

譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が

確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡

(法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

5
項
に
規
定

す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。

)に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係

る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準

2
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和

6
3
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
譲

渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確

定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡

(法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

5
項
に
規
定
す

る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。

)に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る

課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
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用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

1
0
項
の
規

定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

1
0
項
の
規
定

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の

た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

3
 

(略
) 

3
 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(短

期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1

8
条

 
(略

) 
 

第
1

8
条
 

(略
) 

 

2
～

4
 

(略
) 

 
2
～

4
 

(略
) 

 

5
 

(略
) 

5
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
8
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条

の
7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
及
び

附
則
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
8
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
8
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
、
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
8
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条

の
7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
、
附

則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
8
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
8
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

 
(3

)～
(5

) 
(略

) 

(一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
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第
1

9
条

 
(略

) 
第

1
9
条
 

(略
) 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
9
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条

の
7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
及
び

附
則
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
9
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
9
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
、
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第

1
9
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条

の
7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
、
附

則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
9
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
9
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

 
(3

)～
(5

) 
(略

) 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(先

物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
2

0
条

 
(略

) 
 

第
2

0
条
 

(略
) 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
、
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

28
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

び
附
則
第

2
0
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条

の
7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
及
び

附
則
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

び
附
則
第

2
0
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条

の
7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
、
附

則
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

 
(3

)～
(5

) 
(略

) 
 

(特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特

例
) 

(特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特

例
) 

第
2

0
条
の

2
 

(略
) 

第
2

0
条
の

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7

条
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

2
0
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4

条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7
条
第

1

項
及
び
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 
 
 
 

 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7

条
第

1
項
、
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

2
0
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4

条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7
条
第

1

項
、
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

 
(3

)～
(5

) 
(略

) 
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

3
及
び

4
 

(略
) 

 
3
及
び

4
 

(略
) 

 

5
 

(略
) 

5
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7

条
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

2
0
条
の

2
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7
条

第
1
項
及
び
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 
 
 

 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
の

2
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の

2
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民

税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7

条
第

1
項
、
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

2
0
条
の

2
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7
条

第
1
項
、
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
の

2
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の

2
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

 
(3

)～
(5

) 
(略

) 
 

(条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特

例
) 

(条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特

例
) 

第
2

0
条
の

3
 

(略
) 

第
2

0
条
の

3
 

(略
) 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7

条
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

2
0
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4

条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7
条
第

1

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7

条
第

1
項
、
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

2
0
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4

条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7
条
第

1
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

項
及
び
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 
 
 
 

 
 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

項
、
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

 
(3

)～
(5

) 
(略

) 
 

3
及
び

4
 

(略
) 

 
3
及
び

4
 

(略
) 

 

5
 

(略
) 

5
 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7

条
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
第

1
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

2
0
条
の

3
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7
条

第
1
項
及
び
第

7
条
の

3
第

1
項
 
 
 
 
 
 

 
 
 
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
の

3
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の

3
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民

税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7

条
第

1
項
、
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

2
0
条
の

3
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4
条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
並
び
に
附
則
第

7
条

第
1
項
、
第

7
条
の

3
第

1
項
及
び
第

7
条
の

3
の

2
第

1
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
0
条
の

3
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
0
条
の

3
第

3
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
)～

(5
) 

(略
) 

 
(3

)～
(5

) 
(略

) 
 

6
 

(略
) 

 
6
 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

- 
1 
- 

 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
６
月
会
議
）

 

【
報
告
第
２
号

 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

(平
成

2
6
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
2
号

) 

○
か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

(平
成

2
6
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
2
号

) 

 
 

（
本
 
則
 
省
 
略
）

 
（
本
 
則
 
省
 
略
）

 

 
 

附
 
則

 
附

 
則

 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置

) 
(軽

自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置

) 

第
3
条
 

(略
) 

第
3
条
 

(略
) 

2
～

4
 

(略
) 

2
～

4
 

(略
) 

5
 
平
成

2
7
年

3
月

3
1
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第

6
0
条
第

1
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す

る
軽
自
動
車
税

 
 
 
 
に
係
る
か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
第

8
2
条
及
び
附
則
第

1
6

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
例
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

5
 
平
成

2
7
年

3
月

3
1
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第

6
0
条
第

1
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た

3
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す

る
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
第

8
2
条
及
び
附
則
第

1
6

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
例
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 
 略
 

 略
 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会６月会議） 税務課　固定資産税係

　地方税法等の改正により、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法
第１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項の指定について第２項の規定により、
専決処分したので同法同条第２項の規定により報告するものです。

１．議案名

報告第３号　かつらぎ町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

  令和８年度税制改正における地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行いました。

３．趣旨・目的

４．概要

　主な改正内容

　　① バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置を拡充する法改正

       に伴う所要の改正

    　　従来、特例措置の適用が実演芸術公演施設であったことから、劇場や音楽堂等
　　　の施設に限定されていましたが、今回の法改正で、対象が特別特定建築物となっ
　　　たことから、病院、ホテル、映画館等、対象となる施設が拡充されました。
　　　　また、適用期限を３年間延長します。

　② 法改正に伴う項ズレ等の整理

　　施行期日　令和８年４月１日
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か
つ
ら
ぎ
町
都
市
計
画
税
条
例
- 
1 
- 

 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
６
月
会
議
）

 

【
報
告
第
３
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
都
市
計
画
税
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
都
市
計
画
税
条
例

(平
成

9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
2
号

) 
○
か
つ
ら
ぎ
町
都
市
計
画
税
条
例

(平
成

9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
2
号

) 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

附
 
則

 
附
 
則

 

(施
行
期
日
等

) 
(施

行
期
日
等

) 

1
 

(略
) 

1
 

(略
) 

1
の

2
 

(略
) 

1
の

2
 

(略
) 

(法
附
則
第

1
5
条
第

1
3
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 
(法

附
則
第

1
5
条
第

1
4
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 

2
 
法
附
則
第

1
5
条
第

1
3
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

5
分
の

3
と
す
る
。

 

2
 
法
附
則
第

1
5
条
第

1
4
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

5
分
の

3
と
す
る
。

 

(法
附
則
第

1
5
条
第

3
1
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 
(法

附
則
第

1
5
条
第

3
2
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 

3
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

3
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
2
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

(法
附
則
第

1
5
条
第

3
5
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 
(法

附
則
第

1
5
条
第

3
6
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 

4
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
5
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

4
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
6
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3
分
の

2
と
す
る
。

 

(法
附
則
第

1
5
条
第

3
6
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 
(法

附
則
第

1
5
条
第

3
7
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 

5
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
6
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

5
 
法
附
則
第

1
5
条
第

3
7
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2
分
の

34



か
つ
ら
ぎ
町
都
市
計
画
税
条
例
- 
2 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

1
と
す
る
。

 
1
と
す
る
。

 

(法
附
則
第

1
5
条
第

4
0
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 
(法

附
則
第

1
5
条
第

4
1
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 

6
 
法
附
則
第

1
5
条
第

4
0
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4
分
の

3
と
す
る
。

 

6
 
法
附
則
第

1
5
条
第

4
1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4
分
の

3
と
す
る
。

 

(法
附
則
第

1
5
条
の

1
1
第

1
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 
(新

設
) 

7
 
法
附
則
第

1
5
条
の

1
1
第

1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3

分
の

1
と
す
る
。

 

 

(改
修
特
別
特
定
建
築
物

 
に
対
す
る
都
市
計
画
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告

) 

(改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
す
る
都
市
計
画
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申
告

) 

8
 
法
附
則
第

1
5
条
の

1
1
第

1
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物

 
に
つ
い
て
、
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修

工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

に
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和

2
9
年
総
理
府
令
第

2
3
号
）
附
則
第

7
条
の

2
第

1
項

に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成

1
8
年
法
律
第

9
1
号

)第
1

4
条

第
1
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準

(同
条
第

3
項
の
条
例
で
付
加
し

た
事
項
を
含
む
。

)又
は
同
法
第

1
7
条
第

3
項
第

1
号
に
規
定
す
る
同
法
第

2
条
第

2

0
号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す

る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

7
 
法
附
則
第

1
5
条
の

1
1
第

1
項
の
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
つ
い
て
、
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修

工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(平
成

1
8
年
国
土
交
通
省
令
第

1
1

0
号

)第
1

0
条
第

2
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写

し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

(平
成

2
4
年
法
律

第
4

9
号

)第
2
条
第

2
項
に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ

る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
)及

び
(2

) 
(略

) 
(1

)及
び

(2
) 

(略
) 

(3
) 

家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(平
成

1
8
年
政
令
第

3
7

9
号

)第
5
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築
物

(高

齢
者
､
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

1
4
条
第

3
項

の
条
例
で
定
め
る
同
法
第

2
条
第

1
8
号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
｡
)の

(3
) 

家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(平
成

1
8
年
政
令
第

3
7

9
号

)第
5
条
第

3
号
に
規
定
す
る
劇
場
若
し
く
は
演

芸
場
又
は
同
条
第

4
号
に
規
定
す
る
集
会
場
若
し
く
は
公
会
堂
の
い
ず
れ
に
該

当
す
る
か
の
別
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か
つ
ら
ぎ
町
都
市
計
画
税
条
例
- 
3 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

 

(4
)～

(6
) 

(略
) 

(4
)～

(6
) 

(略
) 

 
 

(宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都

市
計
画
税
の
特
例

) 

(宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都

市
計
画
税
の
特
例

) 

9
及
び

1
0
 

(略
) 

 
8
及
び

9
 

(略
) 

 

1
1
 
附
則
第

9
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整

都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0
分
の

2
を
乗
じ
て
得
た
額

(当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4

9
条
の

3
(第

1
8
項
を
除
く
。

)又
は
附
則
第

1

5
条
か
ら
第

1
5
条
の

3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)を
当
該
宅
地
等
に
係
る

当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け

る
都
市
計
画
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
附
則
第

9
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。

 

1
0
 
附
則
第

8
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整

都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0
分
の

2
を
乗
じ
て
得
た
額

(当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4

9
条
の

3
(第

1
8
項
を
除
く
。

)又
は
附
則
第

1

5
条
か
ら
第

1
5
条
の

3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)を
当
該
宅
地
等
に
係
る

当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け

る
都
市
計
画
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
附
則
第

8
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。

 

1
2
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.6
以
上

0
.7

以
下
の
も
の
に
係
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
額
は
、
附
則
第

9
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年

度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額

(当
該
商

業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4

9
条
の

3
(第

1
8
項
を
除

く
。

)又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の

3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地

等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額

)を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と

1
1
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.6
以
上

0
.7

以
下
の
も
の
に
係
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
額
は
、
附
則
第

8
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年

度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額

(当
該
商

業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4

9
条
の

3
(第

1
8
項
を
除

く
。

)又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の

3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地

等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額

)を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
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な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額

(以
下
「
商
業
地
等
据
置
都

市
計
画
税
額
」
と
い
う
。

)と
す
る
。

 

な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額

(以
下
「
商
業
地
等
据
置
都

市
計
画
税
額
」
と
い
う
。

)と
す
る
。

 

1
3
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.7
を
超
え
る

も
の
に
係
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の

額
は
、
附
則
第

9
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0
分
の

7
を
乗
じ
て
得
た
額

(当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4

9
条
の

3
(第

1

8
項
を
除
く
。

)又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の

3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額

)を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額

(以
下
「
商
業
地
等
調
整
都

市
計
画
税
額
」
と
い
う
。

)と
す
る
。

 

1
2
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.7
を
超
え
る

も
の
に
係
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の

額
は
、
附
則
第

8
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0
分
の

7
を
乗
じ
て
得
た
額

(当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4

9
条
の

3
(第

1

8
項
を
除
く
。

)又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の

3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額

)を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額

(以
下
「
商
業
地
等
調
整
都

市
計
画
税
額
」
と
い
う
。

)と
す
る
。

 

(農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市

計
画
税
の
特
例

) 

(農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和

6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市

計
画
税
の
特
例

) 

1
4
 

(略
) 

1
3
 

(略
) 

(市
街
化
区
域
農
地
に
対
し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
の
課
税
の
特
例

) 
(市

街
化
区
域
農
地
に
対
し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
の
課
税
の
特
例

) 

1
5
 

(略
) 

 
1

4
 

(略
) 

 

1
6
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
街
化
区
域
農
地
に
対
す
る
附
則
第

1
4
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年

度
分
の
都
市
計
画
税
額
」
と
す
る
。

 

1
5
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
街
化
区
域
農
地
に
対
す
る
附
則
第

1
3
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年

度
分
の
都
市
計
画
税
額
」
と
す
る
。

 

1
7
 
附
則
第

9
項
及
び
第

1
1
項
の
「
宅
地
等
」
と
は
法
附
則
第

1
7
条
第

2
号
に
、
附

則
第

9
項
及
び
第

1
2
項
の
「
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
」
と
は
法

附
則
第

2
5
条
第

6
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
法
附
則
第

1
8
条
第

6
項

1
6
 
附
則
第

8
項
及
び
第

1
0
項
の
「
宅
地
等
」
と
は
法
附
則
第

1
7
条
第

2
号
に
、
附

則
第

8
項
及
び
第

1
1
項
の
「
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
」
と
は
法

附
則
第

2
5
条
第

6
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
法
附
則
第

1
8
条
第

6
項
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に
、
附
則
第

1
0
項
、
第

1
2
項
及
び
第

1
3
項
の
「
商
業
地
等
」
と
は
法
附
則
第

1
7

条
第

4
号
に
、
附
則
第

1
2
項
か
ら
第

1
4
項
ま
で
の
「
負
担
水
準
」
と
は
法
附
則
第

1
7
条
第

8
号
ロ
に
、
附
則
第

1
4
項
の
「
農
地
」
と
は
法
附
則
第

1
7
条
第

1
号
に
、

同
項
の
「
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
」
と
は
法
附
則
第

2
6
条
第

2

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
法
附
則
第

1
8
条
第

6
項
に
、
附
則
第

1
5
項

及
び
前
項
の
「
市
街
化
区
域
農
地
」
と
は
法
附
則
第

1
9
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

に
、
附
則
第

9
項
、
第

1
1
項
及
び
第

1
2
項
の
「
商
業
地
等
」
と
は
法
附
則
第

1
7
条

第
4
号
に
、
附
則
第

1
1
項
か
ら
第

1
3
項
ま
で
の
「
負
担
水
準
」
と
は
法
附
則
第

1
7

条
第

8
号
ロ
に
、
附
則
第

1
3
項
の
「
農
地
」
と
は
法
附
則
第

1
7
条
第

1
号
に
、
同

項
の
「
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
」
と
は
法
附
則
第

2
6
条
第

2
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
法
附
則
第

1
8
条
第

6
項
に
、
附
則
第

1
4
項
及

び
前
項
の
「
市
街
化
区
域
農
地
」
と
は
法
附
則
第

1
9
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

 

1
8
 
法
附
則
第

1
5
条
第

1
項
、
第

8
項
、
第

1
2
項
か
ら
第

1
6
項
ま
で
、
第

1
8
項
、
第

1

9
項
、
第

2
3
項
、
第

2
6
項
、
第

3
0
項
か
ら
第

3
2
項
ま
で
、
第

3
5
項
、
第

3
6
項
、
第

4
0
項
若
し
く
は
第

4
3
項
、
第

1
5
条
の

2
第

2
項
、
第

1
5
条
の

3
又
は
第

6
3
条
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第

2
条
第

2
項
中
「
又
は
第

3

3
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第

3
3
項
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の

3
ま

で
若
し
く
は
第

6
3
条
」
と
す
る
。

 

1
7
 
法
附
則
第

1
5
条
第

1
項
、
第

9
項
、
第

1
3
項
か
ら
第

1
7
項
ま
で
、
第

1
9
項
、
第

2

0
項
、
第

2
4
項
、
第

2
7
項
、
第

3
1
項
か
ら
第

3
3
項
ま
で
、
第

3
6
項
、
第

3
7
項
、
第

4
1
項
若
し
く
は
第

4
4
項
、
第

1
5
条
の

2
第

2
項
、
第

1
5
条
の

3
又
は
第

6
3
条
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第

2
条
第

2
項
中
「
又
は
第

3

3
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第

3
3
項
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の

3
ま

で
若
し
く
は
第

6
3
条
」
と
す
る
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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項　　目 改正後 改正前

１．課税限度額の見直し

（第２条及び第２３条関係）

　基礎賦課額（医療）課税限度額の引き上げ ６７万円 ６６万円

２．低所得者に対する軽減措置の拡充

（第２３条関係）

５割軽減の国民健康保険税軽減判定の

所得基準

２割軽減の国民健康保険税軽減判定の

所得基準

項　　目 改正後 改正前

１．第２３条第３項中の改正

「所得割額並びに被保
険者均等割額及び１８
歳以上被保険者均等割
額」

「所得割額、被保険者
均等割額及び１８歳以
上被保険者均等割額」

２．第２３条第３項第１号中の改正
「第２４条の３０の
  ６」

「第２４条の３０の
  ５」

　報告第４号　かつらぎ町国民健康保険税条例及びかつらぎ町国民健康保険税条例の
　　　　　　　一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について

議 案 参 考 資 料 　担当課（室）係

（令和８年第１回定例会６月会議） 　税務課　住民税係

１．議案名

43万円＋10万円×(給与
所得者等の数-1)＋(被
保険者数×57万円）

43万円＋10万円×(給与
所得者等の数-1)＋(被
保険者数×56万円）

第２条改正分　かつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正に
　　　　　　　ついて

　施行期日　令和８年４月１日

２．背景・経過

　　令和８年度税制改正における地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行いました。
　　併せて、令和８年第１回定例会３月会議で改正を行ったかつらぎ町国民健康保険税
　条例の一部を改正する条例の所要の改正も行いました。

３．趣旨・目的

　　地方税法等の改正により、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第
　１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項の指定について第２項の規定により、専
　決処分したので同法同条第２項の規定により報告するものです。

４．概要

第１条改正分　かつらぎ町国民健康保険税条例の一部改正について

43万円＋10万円×(給与
所得者等の数-1)＋(被
保険者数×31万円）

43万円＋10万円×(給与
所得者等の数-1)＋(被
保険者数×30.5万円）
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か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
1 

- 
 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
６
月
会
議
）

 

【
報
告
第
４
号

 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
条
関
係
】

 
【
第
１
条
関
係
】

 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
平
成

9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
3
号
）

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
平
成

9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
3
号
）

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(課
税
額

) 
(課

税
額

) 

第
2
条
 

 
(略

) 
 

第
2
条
 

 
(略

) 
 

2
 
前
項
第

1
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主

(前
条
第

2
項
の
世
帯
主
を
除
く
。

)及

び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割

額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
合
算
額
が

6
7

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、

6
7

0
,0

0
0
円
と
す
る
。

 

2
 
前
項
第

1
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主

(前
条
第

2
項
の
世
帯
主
を
除
く
。

)及

び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割

額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
合
算
額
が

6
6

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、

6
6

0
,0

0
0
円
と
す
る
。

 

3
～

5
 

(略
) 

3
～

5
 

(略
) 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

) 
(国

民
健
康
保
険
税
の
減
額

) 

第
2

3
条

 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

第
2

3
条

 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
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か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

- 
2 

- 
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第

2
条
第

2
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及

び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

6
7

0
,0

0
0
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、

6
7

0
,0

0
0
円

)、
同
条
第

3
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得

た
額
が

2
6

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

2
6

0
,0

0
0
円

)、
に
同
条
第

4
項
本
文
の

介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減

額
し
て
得
た
額
が

1
7

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

1
7

0
,0

0
0
円

) 
並
び
に
同
条

第
5
項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
か
ら
キ
か
ら
ケ
ま
で
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

3
0

,0
0

0
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、

3
0

,0
0

0
円

)の
合
算
額
と
す
る
。

 

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第

2
条
第

2
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及

び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

6
6

0
,0

0
0
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、

6
6

0
,0

0
0
円

)、
同
条
第

3
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得

た
額
が

2
6

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

2
6

0
,0

0
0
円

) 
、
に
同
条
第

4
項
本
文

の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該

減
額
し
て
得
た
額
が

1
7

0
,0

0
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

1
7

0
,0

0
0
円

) 
並
び
に
同

条
第

5
項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
か
ら
キ
か
ら
ケ
ま
で
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

3
0

,0
0

0
円
を
超
え
る

場
合
に
は
、

3
0

,0
0

0
円

)の
合
算
額
と
す
る
。

 

(1
) 

 
(略

) 
(1

) 
 
(略

) 

(2
) 

法
第

7
0

3
条
の

5
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、

4
3
0

,0
0

0
円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
2
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

4
3

0
,0

0
0
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か

ら
1
を
減
じ
た
数
に

1
0

0
,0

0
0
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

)に
被

保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

1
人
に
つ
き

3
1

0
,0

0
0
円
を
加
算
し
た
金

額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

(前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

) 

(2
) 

法
第

7
0

3
条
の

5
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、

4
3
0

,0
0

0
円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
2
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

4
3

0
,0

0
0
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か

ら
1
を
減
じ
た
数
に

1
0

0
,0

0
0
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

)に
被

保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

1
人
に
つ
き

3
0

5
,0

0
0
円
を
加
算
し
た
金

額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

(前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

) 

ア
～
ケ
 

(略
) 

ア
～
ケ

 
(略

) 

(3
) 

法
第

7
0

3
条
の

5
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、

4
3
0

,0
0

0
円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
2
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

4
3

0
,0

0
0
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か

ら
1
を
減
じ
た
数
に

1
0

0
,0

0
0
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

)に
被

保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

1
人
に
つ
き

5
7

0
,0

0
0
円
を
加
算
し
た
金

(3
) 

法
第

7
0

3
条
の

5
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、

4
3
0

,0
0

0
円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
2
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

4
3

0
,0

0
0
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か

ら
1
を
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じ
た
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に

1
0

0
,0

0
0
円
を
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じ
て
得
た
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を
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額
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特
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一
世
帯
所
属
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人
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つ
き

5
6

0
,0

0
0
円
を
加
算
し
た
金
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ら
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民
健
康
保
険
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条
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- 
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- 
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

(前
2
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

) 
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

(前
2
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
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～
ケ
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) 
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～
ケ

 
(略
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2
～
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略

) 
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略
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か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
-
 1
 
- 

 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
６
月
会
議
）

 

【
報
告
第
４
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
２
条
関
係
】

 
【
第
２
条
関
係
】

 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
令
和

8
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
号
）
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
令
和

8
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
号
）
 

 
 

か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
（
昭
和

3
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

 

か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
（
昭
和

3
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

第
2

3
条
第

3
項
中
「
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
」
を
「
所
得
割
額
並
び

に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
」
に
、
「
減
額
後
の
被

保
険
者
均
等
割
額
」
を
「
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び

1
8
歳
以
上
被
保
険
者

均
等
割
額
」
に
改
め
、
同
項
第

1
号
中
「
第

2
4
条
の

3
0
の

5
」
を
「
第

2
4
条
の

3
0
の

6
」

に
改
め
る
。

 

第
2

3
条
第

3
項
中
「
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
」
を
「
所
得
割
額
、
被

保
険
者
均
等
割
額
及
び

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
」
に
、
「
減
額
後
の
被
保
険

者
均
等
割
額
」
を
「
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び

1
8
歳
以
上
被
保
険
者
均
等

割
額
」
に
改
め
る
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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（令和８年第１回定例会６月会議）

【報告第５号　参考資料】

町道志賀新城線

事故発生場所

真国川

上志賀集会所

【事故発生状況図】
〇事故による責任割合

　かつらぎ町　　100％

　相手方　　　　　0％

〇損害賠償の内訳

【物損事故】修繕費　219,318円
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（令和８年第１回定例会６月会議）

【報告第５号　参考資料】

　　　　　　現況写真

事故発生場所

車両で通過の際、横断側溝の端部が破損してい

たことによりグレーチングが跳ね上がり、車両

下部に接触し、車両を損傷させた。
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(令和８年第１回定例会６月会議）

【報告第６号　参考資料】

〇事故による責任割合

かつらぎ町 100％

相手方 0％

〇損害賠償の内訳

【物損事故】

修繕費 1,094,092円

事故発生場所

既存建物

手すり

R24
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（令和８年第１回定例会６月会議）

【報告第６号　参考資料】

現　況　写　真

事故発生場所

事故発生場所
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会６月会議） 農林振興課　農地調整係

　現委員が任期満了のため、新たな委員の任命にあたり、農業委員会等に関する法律

①農業委員候補者　１３名

②農業委員になりうる者の資格要件

４．概要

第８条第１項の規定により議会に同意を求めるものです。

・農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委

・農業委員会の所掌に関する事項に関し利害関係を有しない者が含まれること。

・募集期間 令和８年１月５日から令和８年２月２７日

　者など）が過半数を占めること。（１３名中７名）

・認定農業者等（認定農業者又は農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる

④委員の構成

　（１３名中１名）

　執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び拘禁刑以上の刑に処せられ、その

③農業委員となることができない者

　員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者。

　　　　　　区長会へ推薦依頼（令和７年１２月１７日）

　　　　　　町ＨＰに掲載（令和８年１月５日）

・周知方法　１月広報（令和７年１２月２５日）

⑤選定経過

１．議案名

議案第３６号～４８号　かつらぎ町農業委員会委員の任命について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　令和５年７月２０日任命された農業委員が、令和８年７月１９日任期満了します。

48





























議 案 参 考 資 料

（令和８年第１回定例会６月会議）

担当課（室）係

総務課　人事行政係
上下水道課　総務係

４．概要

１．議案名

２．背景・経過

　地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。

３．趣旨・目的

議案第４９号　かつらぎ町監査委員条例等の一部を改正する条例制定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部を改正する法律が公布され、令和８年
９月２４日から施行されます。

　各条例において引用している地方自治法の規定条文の条ずれに伴う改正を行います。

　施行期日　令和８年９月２４日
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つ
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査
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員
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６
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９
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提
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提
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。
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つ
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。
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。
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昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
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に
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債
務
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除
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す
る
条
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６
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４
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資
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和
天
皇
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崩
御
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う
職
員
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２
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7
日
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に
お
け
る
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由
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の
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治
法
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務
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。
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す
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６
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す
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す
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。
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す
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会６月会議）
税務課　住民税係
        固定資産税係

　　② 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

１．議案名

議案第５０号　かつらぎ町税条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　　令和８年度税制改正において、物価高への対応として税負担の調整及び就業調整対策
　の観点から、給与所得控除の最低保障額の引き上げや各種扶養控除等に係る所得要件の
　引き上げ、ひとり親控除の控除額の見直しや固定資産税の免税点の引き上げ等の改正が
　行われます。

３．趣旨・目的

　　令和８年度税制改正における地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行おうとするも
　のです。

４．概要

　主な改正内容

　　① 給与所得控除の最低保障額の引き上げ

    　現行６５万円を７４万円に引き上げます。【別紙参照】

　　　物価指数等の上昇を踏まえ、固定資産税の免税点について、家屋に係る免税点を
　　　２０万円から３０万円に、償却資産に係る免税点を１５０万円から１８０万円に、
　　　それぞれ引き上げます。

　　　各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額を４万円引き上げます。
　　　【別紙参照】

　　①②の施行期日　令和９年１月１日

　　③ ひとり親控除の控除額の見直し

　　　控除額を３０万円から３３万円に引き上げます。

　　③の施行期日　令和１０年１月１日

　　④ 特定暗号資産の所得に対する課税方式の変更

　　　従来の「総合課税」から、株式等と同様の「申告分離課税」へ課税方式を変更し
　　　ます。

　　④の施行期日　金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
                （令和８年法律第　　　号）の施行の日の属する年の翌々年の１月
                １日

    
　　⑤ 固定資産税の免税点の引き上げ

　　⑤の施行期日　令和９年４月１日
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（令和８年第１回定例会６月会議） 

【議案第５０号 参考資料】 

① 給与所得控除の最低保障額の引き上げ 

改正前と改正後の比較 

給与収入金額 

控除額 

R7.12.31以前 
改正前

(R8.1.1) 

改正後

(R9.1.1) 

１６２万５千円以下 ５５万円 

６５万円 

７４万円 

１６２万５千円超１８０万円以下 
給与収入金額×

４０％－１０万円 

１８０万円超１９０万円以下 

給与収入金額×

３０％＋８万円 

１９０万円超２２０万円以下 
給与収入金額×

３０％＋８万円 

２２０万円超 改正なし 

※本来は４万円の引き上げですが、２年間は特例（時限措置）として５万円が上乗せ

されています。 

 

➁ 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ 

改正前と改正後の比較 

所得要件 
R7.12.31

以前 

改正前 

(R8.1.1) 

改正後

(R9.1.1) 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 ４８万円 ５８万円 ６２万円 

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 ４８万円 ５８万円 ６２万円 

勤労学生の合計所得金額 ７５万円 ８５万円 ８９万円 

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額

の最低保障額 
５５万円 ６５万円 ６９万円 
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つ
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○
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控
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控
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れ
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4
条
の

7
第

1
1
項

(法
附
則
第

5
条
の

6
第

2
項
 

 

 
 

 
 
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

)に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
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) 
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に
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る
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、

3
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5
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で
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行
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第

5
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の

4
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表
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よ
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を
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な
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し
、
法
第

3
1

7
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又
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項
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又
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ら
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日
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在
に
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い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に

お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を

有
し
な
か
っ
た
者
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的
年
金
等
に
係
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得
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た
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3
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2
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3
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項
第

1
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者
は
、
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1
5
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で
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式
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よ
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を
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に
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な
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。
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し
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3
1
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項
又
は
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支
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報
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又
は
公
的
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等
支
払
報
告
書
を
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出
す
る
義
務
が
あ
る
者
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ら
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1
日

現
在
に
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い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
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て
い
る
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で
前
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中
に
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て
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与
所
得
以
外
の
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的
年
金
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に
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る
所
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以
外
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有
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か
っ
た
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(公
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年
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る
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得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
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で
社
会
保
険
料
控
除
額

(令
第

4
8
条
の

9
の

7
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。

)、
小
規

模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤

労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額

(所
得
割
の
納
税
義
務
者

(前
年
の
合
計
所

得
金
額
が

9
0

0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)の
法
第

3
1

4
条
の

2
第

1
項
第

1
0

号
の

2
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

(前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
9

5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も

の
に
係
る
も
の
を
除
く
。

)、
法
第

3
1
4
条
の

2
第

4
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若

し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額

(特
定
親
族

(同
条
第

1
項
第

1
2
号
に
規
定
す
る
特

定
親
族
を
い
う
。
第

3
6
条
の

3
の

2
第

1
項
第

3
号
並
び
に
第

3
6
条
の

3
の

3
第

1
項
及

び
第

2
項
第

4
号
に
お
い
て
同
じ
。

)(
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

8
5
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
。

)に
係
る
も
の
を
除
く
。

)の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損

控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第

3
1

3
条
第

8
項
に
規
定
す
る
純
損

失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第

9
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
控
除
若
し
く
は
第

3
4
条
の

7
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額

(以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。

)の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ

た
者
」
と
い
う
。

)及
び
第

2
4
条
第

2
項
に
規
定
す
る
者

(施
行
規
則
第

2
条
の

2
第

1

項
の
表
の
上
欄
の

(二
)に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

)に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

で
社
会
保
険
料
控
除
額

(令
第

4
8
条
の

9
の

7
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。

)、
小
規

模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤

労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額

(所
得
割
の
納
税
義
務
者

(前
年
の
合
計
所

得
金
額
が

9
0

0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)の
法
第

3
1

4
条
の

2
第

1
項
第

1
0

号
の

2
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

(前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
9

5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も

の
に
係
る
も
の
を
除
く
。

)、
法
第

3
1
4
条
の

2
第

4
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若

し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額

(特
定
親
族

(同
条
第

1
項
第

1
2
号
に
規
定
す
る
特

定
親
族
を
い
う
。
第

3
6
条
の

3
の

2
第

1
項
第

3
号
及
び
第

3
6
条
の

3
の

3
第

1
項
 
 

 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。

)(
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

8
5
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
。

)に
係
る
も
の
を
除
く
。

)の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損

控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第

3
1

3
条
第

8
項
に
規
定
す
る
純
損

失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第

9
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額

の
控
除
若
し
く
は
第

3
4
条
の

7
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額

(以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。

)の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ

た
者
」
と
い
う
。

)及
び
第

2
4
条
第

2
項
に
規
定
す
る
者

(施
行
規
則
第

2
条
の

2
第

1

項
の
表
の
上
欄
の

(二
)に

掲
げ
る
者
を
除
く
。

)に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

2
～

9
 

(略
) 

2
～

9
 

(略
) 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(個
人
の
町
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

) 
(個

人
の
町
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

) 

第
3

6
条
の

3
の

2
 

(略
) 

 
第

3
6
条
の

3
の

2
 

(略
) 
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(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

所
得
割
の
納
税
義
務
者

(合
計
所
得
金
額
が

1
,0

0
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
。

)の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

(法
第

3
1

3
条
第

3
項
に
規
定
す

る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を

受
け
る
も
の
及
び
同
条
第

4
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
次
条
第

1
項
第

2
号
に
お
い
て
同
じ
。

)(
合
計
所
得
金
額
が

1
3

3
万
円
以

下
で
あ
る
も
の
に
限
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。

)の
氏
名

 

(2
) 

所
得
割
の
納
税
義
務
者

(合
計
所
得
金
額
が

1
,0

0
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
。

)の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

(法
第

3
1

3
条
第

3
項
に
規
定
す

る
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を

受
け
る
も
の
及
び
同
条
第

4
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を

除
き
、

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
合
計
所
得
金
額
が

1
3

3
万
円
以

下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第

1
項
に
お
い
て
同
じ
。

)の
氏
名

 

(3
)及

び
(4

) 
(略

) 
(3

)及
び

(4
) 

(略
) 

2
～

4
 

(略
) 

2
～

4
 

(略
) 

5
 
給
与
所
得
者
は
、
第

1
項
及
び
第

3
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経

由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第

4
8
条
の

9
の

7
の

2
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

8
条

の
2
の

2
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告

書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

(電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る

も
の
を
い
う
。
次
条
第

5
項
及
び
第

5
3
条
の

9
第

3
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
よ
り
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

5
 
給
与
所
得
者
は
、
第

1
項
及
び
第

3
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経

由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第

4
8
条
の

9
の

7
の

2
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

8
条

の
2
の

2
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告

書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

(電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る

も
の
を
い
う
。
次
条
第

4
項
及
び
第

5
3
条
の

9
第

3
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
よ
り
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

6
 

(略
) 

6
 

(略
) 

(個
人
の
町
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

) 
(個

人
の
町
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

) 

第
3

6
条
の

3
の

3
 
次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」

と
い
う
。

)は
、
公
的
年
金
等
支
払
者

(所
得
税
法
第

2
0

3
条
の

6
第

1
項
に
規
定
す

る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

(以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。

)の
支
払
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。

)か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日

第
3

6
条
の

3
の

3
 
所
得
税
法
第

2
0

3
条
の

6
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

(所
得
税
法
第

2
0

3
条
の

7
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。

)の
支
払
を
受

け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者

(所
得
割
の
納
税
義
務
者

(合
計
所
得
金
額
が

9
0
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ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
町
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
) 

所
得
税
法
第

2
0

3
条
の

6
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

 

(2
) 

法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等

(所
得
税
法
第

2
0

3
条
の

7
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。

)の
支
払
を
受
け
る
第

2
3
条
第

1
項
第

1
号
に
掲

げ
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者

(所
得
割
の
納
税
義
務
者

(合
計
所
得
金
額
が

9

0
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

(合

計
所
得
金
額
が

9
5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)を
い
う
。
次
号
及
び
次

項
第

3
号
に
お
い
て
同
じ
。
)(
退
職
手
当
等

(第
5

3
条
の

2
に
規
定
す
る
退
職
手
当

等
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

)に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限

る
。

)又
は
扶
養
親
族

(年
齢

1
6
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ

て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。

)若
し
く
は
特
定
親
族

(退

職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が

8
5
万
円
以

下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)を
有
す
る
者

 

(3
) 

法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等

(所
得
税
法
第

2
0

3
条
の

7
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。

)の
支
払
を
受
け
る
第

2
3
条
第

1
項
第

1
号
に
掲

げ
る
者

(当
該
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
当
該
公
的
年
金
等
の
額
が
そ
の
年

最
初
に
当
該
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
前
日
の
現
況
に
お
い

て
令
第

4
8
条
の

9
の

7
の

3
に
定
め
る
金
額
に
満
た
な
い
者
を
除
く
。

)で
あ
っ

て
、
障
害
者
、
寡
婦
若
し
く
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
者
又
は
特
定
配
偶
者
若

し
く
は
扶
養
親
族

(年
齢

1
6
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。

)

若
し
く
は
特
定
親
族

(合
計
所
得
金
額
が

8
5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)

を
有
す
る
者

 

0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)の

自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

(退
職
手

当
等

(第
5

3
条
の

2
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。

)に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が

9
5
万
円
以
下
で

あ
る
も
の
に
限
る
。

)を
い
う
。
第

2
号
に
お
い
て
同
じ
。

)又
は
扶
養
親
族

(年
齢

1

6
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を

有
す
る
者
に
限
る
。

)若
し
く
は
特
定
親
族

(退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る

者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が

8
5
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

)を
有
す

る
者

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。

)で
町
内
に
住

所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第

2

0
3
条
の

6
第

1
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。

)か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を

受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
町
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
) 

当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称

 

(2
) 

特
定
配
偶
者
の
氏
名

 

(3
) 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名

 

(4
) 

そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
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後

 
改
 
正
 
前

 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

 
(新

設
) 

(1
) 

公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称

 
 

(2
) 

公
的
年
金
等
受
給
者
が
、
法
第

3
1

4
条
の

2
第

1
項
第

6
号
に
規
定
す
る
特
別

障
害
者
又
は
そ
の
他
の
障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
該

当
す
る
事
実
並
び
に
寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨

 

 

(3
) 

特
定
配
偶
者
の
氏
名

 
 

(4
) 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名

 
 

(5
) 

そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項

 
 

3
 
第

1
項
又
は
法
第

3
1

7
条
の

3
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的
年
金
等

支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し

た
第

1
項
又
は
同
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に

 
 

 
 

 
記
載
し
た
事

項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者

が
所
得
税
法
第

2
0

3
条
の

6
第

2
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て

い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

1
項
又
は
法
第

3
1

7
条
の

3
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な

い
旨
を
記
載
し
た
第

1
項
又
は
同
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る

 
 
 
 
こ
と
が
で
き
る
。

 

2
 
前
項
又
は
法
第

3
1

7
条
の

3
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的
年
金
等

支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
が
そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し

た
前
項
又
は
法
第

3
1

7
条
の

3
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し
た
事

項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者

が
所
得
税
法
第

2
0

3
条
の

6
第

2
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て

い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
又
は
法
第

3
1

7

条
の

3
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い

旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第

3
1

7
条
の

3
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

4
 

(略
) 

3
 

(略
) 

5
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第

4
8
条
の

9
の

8
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

8
条

の
2
の

2
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当

該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

4
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第

4
8
条
の

9
の

7
の

3
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

8

条
の

2
の

2
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、

当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
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後
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正
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る
。

 
き
る
。

 

6
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

4
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、

「
公
的
年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的
年
金
等
支
払

者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受

け
た
日
」
と
す
る
。

 

5
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

3
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、

「
公
的
年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的
年
金
等
支
払

者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受

け
た
日
」
と
す
る
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(固
定
資
産
税
の
免
税
点

) 
(固

定
資
産
税
の
免
税
点

) 

第
6

3
条

 
同
一
の
者
に
つ
い
て
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地
又
は
家
屋

に
あ
っ
て
は

3
0

0
,0

0
0
円

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て

は
1

,8
0
0

,0
0

0
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。

 

第
6

3
条
 
同
一
の
者
に
つ
い
て
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地

 
 

 
 

に
あ
っ
て
は

3
0

0
,0

0
0
円
、
家
屋
に
あ
っ
て
は

2
0

0
,0

0
0
円
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て

は
1

,5
0
0

,0
0

0
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

附
 
則

 
附

 
則

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例

) 
(特

定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例

) 

第
6
条

 
平
成

3
0
年
度
以
後

 
 

 
 
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限

第
6
条

 
平
成

3
0
年
度
か
ら
令
和

9
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
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改
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り
、
法
附
則
第

4
条
の

5
第

3
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4
条
の

2

の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第

1
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第

1
項

(第
2
号
を
除
く
。

)」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る

の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第

4
条
の

5
第

3
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
第

3
1

4
条
の

2
第

1
項

(第
2
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

)」
と
し
て
、
同
条

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

り
、
法
附
則
第

4
条
の

5
第

3
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4
条
の

2

の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第

1
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第

1
項

(第
2
号
を
除
く
。

)」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る

の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第

4
条
の

5
第

3
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
第

3
1

4
条
の

2
第

1
項

(第
2
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

)」
と
し
て
、
同
条

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(個
人
の
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

) 
(個

人
の
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

) 

第
7
条
の

3
 
平
成

2
2
年
度
か
ら
令
和

2
5
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法

第
4

1
条
又
は
第

4
1
条
の

2
の

2
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

(同
法
第

4
1
条
第

1

項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
平
成

2
1
年
か
ら
令
和

1
2
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合

に
限
る
。

)に
は
、
法
附
則
第

5
条
の

4
第

5
項

(同
条
第

7
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

)に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額

を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第

3
4
条
の

3
及
び
第

3
4
条
の

6
の
規
定
を
適
用
し
た
場

合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

第
7
条
の

3
 
平
成

2
2
年
度
か
ら
令
和

2
0
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法

第
4

1
条
又
は
第

4
1
条
の

2
の

2
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

(同
法
第

4
1
条
第

1

項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
平
成

2
1
年
か
ら
令
和

7
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に

限
る
。

)に
は
、
法
附
則
第

5
条
の

4
第

5
項

(同
条
第

7
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

)に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、

当
該
納
税
義
務
者
の
第

3
4
条
の

3
及
び
第

3
4
条
の

6
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の

所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

2
 

(略
) 

 
2
 

(略
) 

 

(寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例

) 
(寄

附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例

) 

第
7
条
の

4
 
第

3
4
条
の

7
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義

務
者
が
、
法
第

3
1

4
条
の

7
第

1
1
項
第

2
号
若
し
く
は
第

3
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合
又
は
第

3
4
条
の

3
第

2
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職

所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
納
税
義

第
7
条
の

4
 
第

3
4
条
の

7
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義

務
者
が
、
法
第

3
1

4
条
の

7
第

1
1
項
第

2
号
若
し
く
は
第

3
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合
又
は
第

3
4
条
の

3
第

2
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職

所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
納
税
義
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第

1
6
条
の

3
第

1
項
、
附
則
第

1
6
条
の

4

第
1
項
、
附
則
第

1
7
条
第

1
項
、
附
則
第

1
8
条
第

1
項
、
附
則
第

1
9
条
第

1
項
、
附

則
第

1
9
条
の

2
第

1
項
、
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1
項
又
は
附
則
第

2
0
条
第

1
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第

3
4
条
の

7
第

2
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第

5
条
の

5
第

2
項

(法
附
則
第

5
条
の

6
第

3
項

又
は
第

4
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

)に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第

1
6
条
の

3
第

1
項
、
附
則
第

1
6
条
の

4

第
1
項
、
附
則
第

1
7
条
第

1
項
、
附
則
第

1
8
条
第

1
項
、
附
則
第

1
9
条
第

1
項
、
附

則
第

1
9
条
の

2
第

1
項
又
は
附
則
第

2
0
条
第

1
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第

3
4
条
の

7
第

2
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第

5
条
の

5
第

2
項

(法
附
則
第

5
条
の

6
第

2
項

 
 

 
 
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

)に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

第
9
条
の

2
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象
寄
附

金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第

3
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合

(法
附
則
第

7
条
第

1
3
項
の
規
定
に
よ

り
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

)に
は
、
法
附
則
第

7
条
の

2
第

4

項
(法

附
則
第

7
条
の

3
第

3
項
又
は
第

4
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。

)に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
第

3
4
条
の

7
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の

と
す
る
。

 

第
9
条
の

2
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象
寄
附

金
を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第

3
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
特
例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合

(法
附
則
第

7
条
第

1
3
項
の
規
定
に
よ

り
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

)に
は
、
法
附
則
第

7
条
の

2
第

4

項
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
第

3
4
条
の

7
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の

と
す
る
。

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(優
良
住
宅
地
の
造
成
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に

係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

(優
良
住
宅
地
の
造
成
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に

係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1

7
条
の

2
 

(略
) 

 
第

1
7
条
の

2
 

(略
) 
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改
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(1
)及

び
(2

) 
(略

) 
 

(1
)及

び
(2

) 
(略

) 
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和

6
3
年
度
か
ら
令
和

1
1
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る

譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が

確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡

(法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

6
項
に
規
定

す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。

)に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係

る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

1
2
項
の
規

定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和

6
3
年
度
か
ら
令
和

1
1
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る

譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が

確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡

(法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

5
項
に
規
定

す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。

)に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係

る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第

3
4
条
の

2
第

1
0
項
の
規

定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

3
 

(略
) 

3
 

(略
) 

4
 
第

1
項

(第
2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)の
場
合
に
お
い
て
、
所
得

割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第

3
1
条
の

2
第

2
項
第

1
3
号
か
ら
第

1
5

号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
に
お
け
る
そ

の
譲
渡
を
し
た
土
地
等
が
そ
の
譲
渡
を
し
た
時
に
お
い
て
地
す
べ
り
等
防
止
法

(昭
和

3
3
年
法
律
第

3
0
号

)第
3
条
第

1
項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
、
急
傾
斜
地
の
崩

壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(昭
和

4
4
年
法
律
第

5
7
号

)第
3
条
第

1
項

の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(平
成

1
2
年
法
律
第

5
7
号

)第
9
条
第

1
項
の
土
砂
災

害
特
別
警
戒
区
域
又
は
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法

(平
成

1
5
年
法
律
第

7
7

号
)第

5
6
条
第

1
項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲

渡
は
、
第

1
項
又
は
第

2
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
確
定

優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

 

(新
設

) 
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前

 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1

9
条
の

2
 

(略
) 

 
第

1
9
条
の

2
 

(略
) 

 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

(特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(新

設
) 

第
1

9
条
の

3
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法

第
3

8
条
の

2
第

1
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場

合
に
は
、
当
該
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第

3
3
条
第

1

項
及
び
第

2
項
並
び
に
第

3
4
条
の

3
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分

し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額

と
し
て
令
附
則
第

1
8
条
の

6
の

4
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

(以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。

)

に
対
し
、
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額

(特
定
暗
号
資
産
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
次
項
第

1
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
第

3
4
条
の

2
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い

う
。

)の
1

0
0
分
の

3
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
町
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 

(1
) 

第
3

4
条
の

2
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資

産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

 

(2
) 

第
3

4
条
の

6
か
ら
第

3
4
条
の

8
ま
で
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1

項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
4
条
の

6
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1
項
の
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前

 

規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
前
段
、
第

3
4

条
の

8
、
第

3
4
条
の

9
第

1
項
、
附
則
第

7
条
第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

3
第

1
項

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1

項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4
条
の

7
第

1
項
後
段
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1
項
の
規
定

に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

 

(3
) 

第
3

5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1
項
に
規
定

す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
、
山
林
所
得
金
額
若
し
く
は
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1

項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

 

(4
) 

附
則
第

5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

1
項
中
「
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1
項
に
規
定
す

る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
条
第

2
項
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
9
条
の

3
第

1
項
の
規
定

に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会６月会議） こども未来課　子育て支援係

 　施行期日　公布の日

１．議案名

　　　　　　　　条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

した。

３．趣旨・目的

　　障害のあるこどもや医療的ケア児の受入が増加しており、ニーズに応じた専門的な支援の

　確保・充実が必要なことから、理学療法士等の専門職の活用を進めるため、改正が行われま

議案第５１号　かつらぎ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

　　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の設

 師を加え、「看護師等」とする。

① 各施設に勤務し、１人に限り保育士とみなすことができる保健師又は看護師に准看護

４．概要

　備及び運営に関する基準が見直されたため、所要の改正を行おうとするものです。

　　　　　　　　　 育事業所、小規模型事業所内保育事業所

② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、一定の資格又は知見を有する心理担当職員、

　 経験を有する者（「特定理学療法士等」という。）を１人に限り保育士とみなすことが

　 支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

　③ 看護師等及び特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、対象施設の保育士による

　 障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の指導を行う業務を５

　 年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び

　④ 対象施設・・・小規模保育事業所Ａ型、小規模保育事業所Ｂ型、保育所型事業所内保

　 できる。
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か
つ
ら
ぎ
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

- 
1 
- 

 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
６
月
会
議
）

 

【
議
案
第
５
１
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例

(平
成

2
6
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
6
号

) 

○
か
つ
ら
ぎ
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例

(平
成

2
6
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
6
号

) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(職
員

) 
(職

員
) 

第
2

9
条

 
（
略
）

 
第

2
9
条
 
（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
 

2
 
（
略
）

 

3
 
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事

業
所

A
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」

と
い
う
。
）
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

3
 
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事

業
所

A
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

 

4
 
第

2
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事

業
所

A
型
に
勤
務
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
心
理
担
当

職
員
（
学
校
教
育
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

2
6
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大

学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究

科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及

び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。
）
又
は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務
に

5
年
以
上
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る

（
新
設
）
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か
つ
ら
ぎ
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

- 
2 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下
「
特
定
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療

法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所

A
型
の
保
育

士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育

事
業
所

A
型
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る

地
方
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
を
い
い
、
附
則
第

7
条
又
は
第

8
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る

者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

5
 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保

 

育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規

 

模
保
育
事
業
所

A
型
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
保

 

育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ

 

ば
な
ら
な
い
。

 

（
新
設
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(職
員

) 

第
3

1
条

 
（
略
）

 

(職
員

) 

第
3

1
条
 
（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
 

2
 
（
略
）

 

3
 
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事

業
所

B
型
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

 

3
 
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事

業
所

B
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

 

4
 
第

2
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事

（
新
設
）
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か
つ
ら
ぎ
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

- 
3 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

業
所

B
型
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た

っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所

B
型
の
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区

域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所

B
型
に
あ
っ
て
は
、
保

育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事

業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

5
 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保

 

育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規

 

模
保
育
事
業
所

B
型
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
保

 

育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ

 

ば
な
ら
な
い
。

 

（
新
設
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員

) 
(保

育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員

) 

第
4

4
条

 
（
略
）

 
第

4
4
条
 
（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
2
 
（
略
）

 
 

3
 
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
を

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。

 

3
 
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
を

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

4
 
第

2
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士

（
新
設
）
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か
つ
ら
ぎ
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

- 
4 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
認
定
地
方

公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育

事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域

限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育

士
を
い
い
、
附
則
第

7
条
又
は
第

8
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を

除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

5
 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保

育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
保
育

所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を

行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
新
設
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員

) 
(小

規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員

) 

第
4

7
条

 
（
略
）

 
第

4
7
条
 
（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
 

2
 
（
略
）

 
 

3
 
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。

 

3
 
前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

4
 
第

2
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、

1
人
に
限
り
、
保
育
士

（
新
設
）
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か
つ
ら
ぎ
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

- 
5 
- 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
認
定
地
方

公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育

事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域

限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育

士
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
確
保
し
な
け
れ
な
ら
な
い
。

 

5
 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保

育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規

模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を

行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
新
設
）

 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料

４．概要

　　施行期日　公布の日

　　改正の内容

　非常勤消防団員等が公務等により死亡した場合における葬祭補償の定額部分の額を、
「３１５，０００円」から「３３０，０００円」に改めます。

担当課（室）係

危機管理課　消防係

１．議案名

２．背景・経過

　議案第５２号　かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定
　　　　　　　　について

　最近の社会経済情勢に鑑み、国家公務員災害補償法に基づく人事院規則における葬祭
補償額の改定が行われたことにより、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準について
も、これに準じて改定が行われました。

３．趣旨・目的

　今回の改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴
い、葬祭補償について、所要の改正を行うものです。

（令和８年第１回定例会６月会議）
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